
五條市建設工事入札参加資格審査申請要領  

 

 五條市が入札を実施する建設工事への入札参加を希望される方は、入札参加資格審査を受けな

ければなりませんので、次のとおり入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。  

 

 

 ◆受付対象者   

   ・市内業者･･･五條市内に本店を有する者（※追加受付：有効期限１年２か月間） 

   ・市外業者･･･五條市外に本店を有する者（※追加受付：有効期限１年２か月間） 

 

 ただし、下記の事項に該当する者は、資格審査を受けることができません。 

   １）建設業法による建設業許可を受けていない者 

   ２）申請日現在で有効な経営事項審査を受けていない者  

   ３）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者  

  ４）市税等を完納していない者  

５）法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税を完納していない者  

   ６）次のいずれかに該当する事由があると認められる者  

ア 暴力団（暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である。 

    イ 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（市との契

約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその者、支配人

及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為防

止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第 2 条第 6 号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している。 

エ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者

に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若

しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。 

カ 役員等が、暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用している。  

キ 上記に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有している。 

   ７）本申請書又はその添付書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事実を記載した者  

 

 

 ◆希望業種   

  ・市内業者･･･６業種以内 

  ・市外業者･･･６業種以内 

 ※有効期間の途中で登録業種の追加及び変更はできません。 

 ※有効期限の途中であっても、希望業種が保留となる場合があります。 

 

 

 



 ◆有効期間   

    ・市内業者･･･令和７年４月１日から令和８年５月３１日  

   ・市外業者･･･令和７年４月１日から令和８年５月３１日  

 

 ◆申請方法   

  ・原則郵送によります。 

 

 ◆受付期間   

  ○郵送の場合 令和７年２月３日（月）から令和７年２月２１日（金）の消印有効 

  ○持参の場合 令和７年２月３日（月）から令和７年２月２１日（金） 

                 午前９時から正午、午後１時から午後４時（※時間厳守）  

                 ※土・日曜日及び祝日を除きます。 

                  ※毎週金曜日は、入札業務のため午前中の受付は行いません。 

 

 ◆郵送先   

      〒637-8501 奈良県五條市岡口一丁目３番１号  

五條市役所 市長公室 契約検査課 入札契約係 

   封筒の表面に「建設工事等入札参加資格審査申請書類在中」と明記のうえ、受領書及び返送

用封筒（１１０円切手添付）を同封し、一般書留郵便・簡易書留郵便・レターパックプラスにより

提出してください。 

 

 ◆受付場所   

   奈良県五條市岡口一丁目３番１号  

       五條市役所 契約検査課 

        ０７４７－２２－４００１（内線３４５） 

 

 ◆提出書類   

   １部 

   用紙サイズはＡ４版とします。 

   別紙提出書類一覧の番号順に並べ、対応した番号のインデックスを貼付したものをクリップ等

で綴じて提出してください。 

   ※注１：インデックスは提出書類の長辺に貼付してください。 

※注２：ファイルには綴じないでください。 

※注３：提出書類の様式については、必ず五條市様式を使用してください。 

 

 ◆市内業者の格付けについて   

  １．五條市における土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事の格付けは、奈良県の格付け 

   を参考に五條市建設工事等請負業者選定審査会で決定します。 

  ２．奈良県の通常受付時・追加受付時の入札参加資格業者名簿の更新及び技術者等の減少等 

   により奈良県の格付け要件を満たさなくなったことに伴い降格した場合は準じることとし、また 

   希望業種の変更等により奈良県の格付けが確認出来なくなった場合は最下位の格付けとな  

ります。 



 

 ◆その他   

    １．入札参加資格審査申請書及び関係書類の提出後、内容に変更が生じた場合はその都度、変

更届を提出してください。            

※変更届を未提出の場合は、入札等に参加することができない場合があります。 

※毎年決算後に経営事項審査を受けた都度、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書の写しを必ず提出してください。また、希望業種の年平均完成工事高が「１」以上確認出来な

い場合は、入札等に参加出来ません。 

  ２．技術職員が２名以上必要な業種（土木一式、建築一式、舗装）を希望される場合は、２級以上

の技術職員が１名以上含まれている必要があります。 

    ３．契約時に「建設業許可証明書」もしくは「建設業の許可について（通知）」の写しおよび経営規 

   模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しの提出を求めます。 

  ４．通常受付で２回連続（４年間）更新しなかった業者については、新規として取扱いますのでご 

   注意ください。 

  ５．新規に申請される方は、令和７年度の１年間は入札等に参加することができません。 

    ６．五條市契約検査課が発注する建設工事等の入札は電子入札で行います。詳細は五條市ホー

ムページを確認のうえ、電子入札システムへの登録を行ってください。 


